
1 

 

令和４年度広報はだの等作成委託業務（単価契約）（長期継続契約）に係る 

公募型プロポーザル実施要領 

 

 

１ 目 的 

  この要領は、秦野市（以下「市」という。）が発注する広報はだの等作成委

託業務について、本業務の目的及び内容に最も適した事業者を選定するため

公募型プロポーザルを実施するに当たり、必要な事項を定める。  

２ 委託業務概要 

 (1) 委託業務名 

   令和４年度広報はだの等作成委託業務（単価契約）（長期継続契約） 

 (2) 委託業務内容 

   別紙「仕様書」のとおり 

 (3) 契約期間 

   令和４年７月１日から令和７年６月３０日まで 

 (4) 提案限度額 

   本業務の規模は、３年間の総額で 53,726,400 円（消費税及び地方消費税

を除く）の範囲内とする。 

 (5) 支払方法 

   本業務は単価契約であり、契約単価に数量を乗じた金額を、各号の発行

ごとに支払うこととする。 

３ 事業者選定方法 

  公募型プロポーザル方式 

４ 参加資格 

 (1) 市の競争入札参加資格者名簿（一般委託：営業種目「デザイン制作委託」

に加え、物品：営業種目「オフセット印刷」または「軽印刷」）に登録があ

ること。 

 (2) 神奈川県内に本店または受任地を有していること。 

 (3) 過去 10 年以内に、官公庁の発注する同種業務を元請で受注した実績が

あること。 

 (4) 秦野市一般競争入札の参加停止及び指名停止基準（平成１７年４月１日

施行）に基づく停止措置の期間中でないこと。 

５ 申し込み方法等 
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  本プロポーザルに参加を希望する場合は、参加申出書（第１号様式）等の 

 書類を次のとおり提出すること。 

 (1) 提出期限   令和４年５月１１日（水）午後５時まで 

 (2) 提出場所   秦野市役所政策部広報広聴課（本庁舎２階） 

 (3) 提出方法   持参又は郵送とする(郵送の場合は、送達過程が記録さ

れる方法に限る。提出期限までに必着のこと)。 

 (4) 提出書類 

  ア 参加申出書（第１号様式） 

  イ 会社概要（会社パンフレット等） 

  ウ 過去 10 年以内に、官公庁の発注する同種業務を元請で受注したこと

が確認できる書類（契約書の写し等） 

 (5) 上記の方法による参加申出をもって、別添「参加申出に係る誓約事項」

の記載内容について誓約したものとみなす。 

６ 参加者の決定 

  提出のあった参加申出書等の書類を基に、プロポーザルに参加できる者を 

 決定し、その結果を令和４年５月１６日（月）までに、参加申出のあった全

ての者に書面で通知する。 

７ 提案書等の提出 

   提案書及びサンプルページについては、次のとおり作成すること。 

 (1) 提案書（提出部数：８部） 

   サンプルページで示すデザイン・レイアウトの基本コンセプトや実施体

制（本業務の担当人員、デザイン技術や使用可能な既存のイラスト素材な

ど、編集能力に関するアピールポイント、事故発生時の対応）について、

Ａ４判用紙両面（文字フォント 12 ポイント程度）1 枚以内で簡潔に作成す

ること。 

 (2) サンプルページ（提出部数：８部） 

   次のテーマごとにサンプルページ（タブロイド版）を作成すること。な

お、必要に応じて当市ホームページに掲載している写真データをトリミン

グ等して使用しても良いものとする。 

  ア 表紙（１ページ分） 

表紙は、「広報はだの」の文字デザインやレイアウトなども含め、市民

の興味を引き手に取りやすいものにすること。文書や写真はダミー可と

する。 
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  イ 特集面（１ページ分） 

    テーマは「表丹沢」とし、人物の取材記事を含めたものにすること。

文書や写真はダミー可とする。 

  ウ お知らせ面（見開き２ページ分） 

    指定の元原稿（参加資格審査結果通知と共に発送）を、編集マニュア

ルを基に作成する。見出しや別枠記事のデザインは自由とする。 

(3) 価格提案書及び内訳書（提出部数：正本１部、副本（写し）７部） 

   別紙様式により、価格提案書とその詳細な内訳書を添付すること。 

   なお、価格提案書の金額が提案限度額を超過した場合は、失格とする。 

 (4) 提出期限等 

  ア 提出期限  令和４年５月２５日（水） 正午まで 

  イ 提出場所  秦野市役所政策部広報広聴課（本庁舎２階） 

  ウ 提出方法  持参又は郵送による。(郵送の場合は、送達過程が記録さ

れる方法に限る。提出期限までに必着のこと)。 

８ 審査方法 

  本プロポーザルのために組織した審査委員会が、次の審査項目に基づき評 

 価し、審査委員会の各委員の評価を集計した総合点が最も高い者を受注候補 

 者とする（プレゼンテーションは実施しない。）。 

審 査 項 目 配点 

１ 企画力 提案書の基本コンセプトが、コンクール

に入選している他自治体の広報紙や民間

の刊行物などを参考に、先進性を踏まえ

たものとなっている。 

１５点 

２ デザイン力 手にとって読みたくなるような魅力的な

表紙になっている。 
１５点 

記事の内容に合わせてデザインし、各装

飾や文字のフォント、レイアウトなどの

表現が豊かでメリハリがある。 

１５点 

文字・写真・イラストのバランスや大き

さ、色使い、余白の使い方が適切で、読み

やすいものとなっている。 

１５点 
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３ 正確性 お知らせ面について、マニュアルを遵守

し、誤字等なく作成している。 
１５点 

４ 実施体制等 提案書の実施体制が、本業務の遂行に当

たり十分なものとなっている。 
１５点 

５ 見積金額 

 

本業務の履行に当たり妥当な見積金額で

あり、その内容が正確なものであること。 
１０点 

 合    計 １００点 

 

９ 質疑の提出及び回答 

  本プロポーザルについて質問がある場合は、任意の様式により、次のとお 

 り提出すること。 

   なお、質問に対する回答は、令和４年５月２０日（金）までに、当市ホー

ムページ上で回答する。 

 (1) 提出期限    令和４年５月１７日（火） 午後５時まで 

 (2) 提出方法    電子メール又はファクス 

10 選考結果の通知等 

  選考結果は、提案者全員に文書により通知する。 

11 日  程 

項目 日程 

公募型プロポーザルの開始 令和４年５月６日（金） 

参加申し込み受付 ５月１１日（水）午後５時まで 

参加資格審査結果通知の発送 ５月１６日（月） 

質問の提出期限 ５月１７日（火）午後５時まで 

質問に対する回答 ５月２０日（金） 

企画提案書等の提出期限 ５月２５日（水）正午まで 

審査委員会の開催 ５月下旬 

審査結果通知の発送 ６月上旬 

契約の締結 ６月中旬 

 

12 その他留意事項 

 (1) デザイン等、提案に関する一切の経費は、全て提案者の負担とし、提案

された書類等は返却しない。 
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 (2) 提出期限後にデザイン等の差し替え及び再提出は認めない。 

 (3) 当市に提出されたデザイン等は、選定以外の目的では使用しない。 

 (4) 提案書に虚偽の記載をし、その他不正行為をした場合は、当該提案を無

効とし、失格とする。 

 (5) 提案を辞退する場合は、その理由等を記した書面を提出すること。 

 (6) 本業務に当たるデザイナーは、提案書をデザインした人物と同一とする。 

 

13 問い合わせ 

  〒257-8501 

   秦野市桜町一丁目 3 番 2 号 

    秦野市役所政策部広報広聴課広報戦略担当 

     電  話：0463-82-5117 

     ファクス：0463-82-9792 

     Ｅメール：kouhou@city.hadano.kanagawa.jp 


